






別紙１

○ 農薬取締法【抄 （昭和二十三年法律第八十二号）】

（定義）

第一条の二 この法律において「農薬」とは、農作物（樹木及び農林産物を

含む。以下「農作物等」という ）を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみ。

その他の動植物又はウイルス（以下「病害虫」と総称する ）の防除に用い。

られる殺菌剤、殺虫剤その他の薬剤（その薬剤を原料又は材料として使用し

た資材で当該防除に用いられるもののうち政令で定めるものを含む ）及び。

農作物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる成長促進剤、発芽抑制剤そ

の他の薬剤をいう。

２～４項（略）

（農薬の登録）

第二条 製造者又は輸入者は、農薬について、農林水産大臣の登録を受けな

ければ、これを製造し若しくは加工し、又は輸入してはならない。ただし、

その原材料に照らし農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがな

いことが明らかなものとして農林水産大臣及び環境大臣が指定する農薬（以

下「特定農薬」という ）を製造し若しくは加工し、又は輸入する場合、第。

十五条の二第一項の登録に係る農薬で同条第六項において準用する第七条の

規定による表示のあるものを輸入する場合その他農林水産省令・環境省令で

定める場合は、この限りでない。

２～６項（略）

（販売者についての農薬の販売の制限又は禁止等）

第九条 販売者は、容器又は包装に第七条（第十五条の二第六項において準

用する場合を含む。以下この条及び第十一条第一号において同じ ）の規定。

による表示のある農薬及び特定農薬以外の農薬を販売してはならない。

２～４項（略）

（水質汚濁性農薬の使用の規制）

第十二条の二 政府は、政令をもつて、次の各号の要件のすべてを備える種

類の農薬を水質汚濁性農薬として指定する。

一 当該種類の農薬が相当広範な地域においてまとまつて使用されている

か、又は当該種類の農薬の普及の状況からみて近くその状態に達する見込

みが確実であること。



二 当該種類の農薬が相当広範な地域においてまとまつて使用されるとき

は、一定の気象条件、地理的条件その他の自然的条件のもとでは、その使

用に伴うと認められる水産動植物の被害が発生し、かつ、その被害が著し

いものとなるおそれがあるか、又はその使用に伴うと認められる公共用水

域の水質の汚濁が生じ、かつ、その汚濁に係る水の利用が原因となつて人

畜に被害を生ずるおそれがあるかのいずれかであること。

２（略）

（報告及び検査）

第十三条 農林水産大臣又は環境大臣は製造者、輸入者、販売者若しくは農

薬使用者又は除草剤販売者に対し、都道府県知事は販売者に対し、第二条第

一項、第三条第一項、第六条の二第三項、第六条の三第一項、第六条の四第

一項、第七条、第九条第一項及び第二項、第九条の二、第十条の二、第十条

の四、第十一条、第十二条第三項、第十二条の二第一項並びに第十四条第一

、 、 、 、項及び第二項の規定の施行に必要な限度において 農薬の製造 加工 輸入

販売若しくは使用若しくは除草剤の販売に関し報告を命じ、又はその職員に

これらの者から検査のため必要な数量の農薬若しくはその原料若しくは除草

剤を集取させ、若しくは必要な場所に立ち入り、農薬の製造、加工、輸入、

販売若しくは使用若しくは除草剤の販売の状況若しくは帳簿、書類その他必

要な物件を検査させることができる。ただし、農薬若しくはその原料又は除

、 。草剤を集取させるときは 時価によつてその対価を支払わなければならない

２～４項（略）

○ 農薬取締法施行令【抄】

（昭和四十六年三月三十日政令第五十六号）

（水質汚濁性農薬の指定）

第二条 次に掲げる薬剤を法第十二条の二第一項 の水質汚濁性農薬として指

定する。

一～四（略）

五 ロテノンを有効成分とする害虫の防除に用いられる薬剤

六（略）



農薬及び農薬類似化合物の情報

（ピレトリン）

１ 一般名：ピレトリン（除虫菊）

ピレトリン（pyrethrins）は、シロバナムシヨケギクの花に含有される殺虫成分

の総称。天然物由来のピレスロイド系殺虫剤。有効成分は、ピレトリンⅠ、ピレ

トリンⅡ、シネリンⅠ、シネリンⅡ、ジャスモリンⅠ、ジャスモリンⅡの6成分。

２ 農薬登録状況

・我が国では昭和23年に農薬登録。きゅうり、なす、キャベツ、はくさい、いちご、

トマト、茶等のアブラムシ類、アザミウマ類、アオムシ等に対して適用。

・ピレトリンは世界各国で農薬として使用。

３ 我が国での残留基準（抜粋）（単位： ）ppm

食品名 米 大豆 ｷｬﾍﾞﾂ トマト なす いちご りんごきゅうり

基準値 3 1 1 1 1 1 1 1

注）基準値はピレトリンⅠ及びピレトリンⅡの和

４ 動態及び残留性

（１）植物体

植物体内への取り込みは極めて少なく、植物体表面において急速な光分解を受

ける。(FAO/WHO合同残留農薬専門家会議 2000)

（２）土壌中の動態

土壌半減期：1日未満（ピレトリンⅠ供試、容器内試験、洪積土壌・沖積土壌）

（３）光分解

光により速やかに分解（太陽光下での半減期は10-12分）。

５ 安全性評価（ 合同残留農薬専門家会議 ）FAO/WHO 2003
（１）慢性毒性（食べ続けると健康に悪影響）

・ADI（許容一日摂取量；毎日一生食べ続けても健康に悪影響がでない量）

0.04 mg/kg bw/day

・設定根拠

ラットの慢性/発がん性試験、経口：NOAEL(無毒性量) = 4 mg/kg bw/day

安全係数 100

（２）急性毒性（一日の摂取で健康に悪影響）

・ARfD（急性参照量；一日ここまで経口摂取しても健康に悪影響が出ない量）

0.2 mg/kg bw/day

・設定根拠

ラットの急性神経毒性試験、経口：NOAEL(無毒性量) = 20 mg/kg bw/day

安全係数 100
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農薬及び農薬類似化合物の情報
（ロテノン）

１ 一般名：ロテノン（デリス）
ロテノン（rotenone）は、デリス等の根に含有される天然物由来の殺虫成分。

２ 農薬登録状況
・我が国では昭和23年に農薬登録。野菜類、果樹、花き等のアブラムシ類、アザミ
ウマ類、ハダニ類、アオムシ等に対して広く適用があったが、平成18年に失効。

・1920年代以降、世界各国で農薬として使用されていた。米国では平成18年に殺魚
剤以外の登録が失効。EUでは現在、農薬として使用が可能。

３ 我が国での残留基準
食品中の残留基準値の設定はなし。
食品衛生法第11条第3項に定められる一律基準0.01 ppmが適用。

４ 動態及び残留性
（１）植物体

レタス、トマト、オリーブの作物残留試験による半減期は0.9-5.6日。

（２）土壌中の動態（米国環境保護庁 2007）
土壌への吸着性が高く、揮発性は少ない。

（３）光分解：光により速やかに分解（太陽光下の植物体中及び製剤中の半減期は18-
27分）。

５ 安全性評価（米国環境保護庁 ）2007
（１）慢性毒性（食べ続けると健康に悪影響）

・ADI（許容一日摂取量；毎日一生食べ続けても健康に悪影響がでない量）
0.0004 mg/kg bw/day

・設定根拠
ラットの慢性/発ガン性試験、経口：NOAEL(無毒性量) = 0.375 mg/kg bw/day
安全係数 1000

（２）急性毒性（一日の摂取で健康に悪影響）
・ARfD（急性参照量；一日ここまで経口摂取しても健康に悪影響が出ない量）

0.015 mg/kg bw/day
・設定根拠
マウスの発達毒性試験、経口：NOAEL(無毒性量) = 15 mg/kg bw/day
安全係数 1000

６ その他
（１）環境影響

魚毒性が極めて強い（ニジマスの半数致死濃度：2 ppb）。
農薬取締法に基づき、昭和46年に水質汚濁性農薬に指定。

（２）散布者の安全
眼、喉、皮膚等への刺激性が強いため、防護マスク等の着用が必要。
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農業資材 NEW 碧露（スプレータイプ）中に含有するピレトリン分析試験結果 

 

【概要】 

農業資材「NEW 碧露」（スプレータイプ）5 検体について、ピレトリンの有無とその量を

測定した。その結果、5 検体全てから下表のとおりピレトリンを検出した。 

 

                                                                〔単位：μg/ml〕 

分析種 NH-1 NH-2 NH-3 NH-4 NH-5 

ピレトリンⅠ

ピレトリンⅡ 

185 

118 

446

343

187

233

64 

32 

117

87

ピレトリン 303 789 420 <100(96) 204



 

 

 

 

1. 分析種 

ピレトリンⅠ及びピレトリンⅡ 

 

2. 試験結果 

                                                                〔単位：μg/ml〕 

分析種 NH-1 NH-2 NH-3 NH-4 NH-5 

ピレトリンⅠ 

ピレトリンⅡ 

185 

118 

446

343

187

233

64 

32 

117

87

ピレトリン 303 789 420 <100(96) 204

 

3. 試薬及び装置 

（１）試薬 

ピレトリン（50～60％(ピレトリンⅠ31.6％、ピレトリンⅡ25.0％)イソパラフィン溶

液 和光純薬） 

アセトン （残留農薬試験用、和光純薬） 

ｎ-ヘキサン （残留農薬試験用、和光純薬） 

塩化ナトリウム （残留農薬試験用、和光純薬） 

無水硫酸ナトリウム （残留農薬試験用、和光純薬） 

（２）装置 

電子捕獲型検出器付きガスクロマトグラフ Agilent 社製 

ガスクロマトグラフ・質量分析計 Agilent 社製 



 

 

 

 

4. 分析法 

（１）分析法 
 

試験室試料 
 

  

 
  2 ml 
 

                 アセトンで200 ml 
 

分析用試料 
 

  

 
  5 ml 
 

                 10％塩化ナトリウム溶液100 ml 
                ｎ-ヘキサン100 ml 
                ｎ-ヘキサン50 ml 

 
転 溶       

 

  

 
 
 

                 無水硫酸ナトリウム 
 

脱水・溶媒除去 
 

  

 
 
 

                 ｎ-ヘキサンで5 ml 
 

試 験 溶 液       
 

  

 

  
 

GC-ECDで定量 
 

  

 

  
  

GC/MSで確認 
 

 

(2) 定量試験操作条件 

GC： Agilent 社製 5890 

検出器： Agilent 社製 ECD 

カラム：DB-17（0.53 mm×4 m、1 µm、J&W 社製） 

カラム温度： 100℃(1 min)－ 25.0℃/min－ 240℃(5 min) 

注入口温度： 250℃ 

検出器温度： 280℃ 

試料注入量： 1 µl 

注入法： スプリットレス 

ガス流量： キャリアガス 20 ml/min（ヘリウム） 

(3) 確認試験操作条件 

GC： Agilen 社製 6890 

MS： Agilen 社製 5973MSD 

分析カラム： DB-17MS（0.25 mm×8 m、0.25 μm、J&W 社製） 

カラム温度： 130℃(1 min)－ 8.0℃/min－ 250℃(5 min) 



 

 

 

注入口温度： 250℃ 

試料注入量： 2 µl 

注入法： スプリットレス 

ガス流量： 1 ml/min（ヘリウム）  

インターフェース温度： 280℃ 

イオン化法：EI （Electro Ionization: 電子イオン化）法 

  イオン化電圧：70eV 

検出モード：TIC 

    スキャン測定範囲：50－550 m/z 

 

5. 定量分析結果 

                                                                

試料Ｎｏ. 分析種 1 

（µg/ml）

2 

（µg/ml）

3 

（µg/ml） 

平均値 

（µg/ml） 

相対 

標準偏差

ピレトリンⅠ 

ピレトリンⅡ 

189

123

184

133

182 

98 

185 

118 

1.9%

15.3%

ＮＨ－１ 

ピレトリン 312 317 280 303 6.5%

ピレトリンⅠ 

ピレトリンⅡ 

438

341

436

333

464 

354 

446 

343 

3.5%

3.1%

ＮＨ－２ 

ピレトリン 779 768 817 789 3.3%

ピレトリンⅠ 

ピレトリンⅡ 

175

250

190

245

196 

206 

187 

233 

5.7%

10.4%

ＮＨ－３ 

ピレトリン 425 435 402 420 4.0%

ピレトリンⅠ 

ピレトリンⅡ 

64

27

65

35

63 

34 

64 

32 

1.8%

14.2%

ＮＨ－４ 

ピレトリン 91 100 97 96 4.9%

ピレトリンⅠ 

ピレトリンⅡ 

114

92

115

76

123 

92 

117 

87 

4.0%

10.3%

ＮＨ－５ 

ピレトリン 206 191 215 204 5.8%
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